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会社法制研究会資料 ３ 

 

会社法の見直しに向けた論点の検討⑵ 

 

第１ 指名委員会等設置会社制度の見直し 

指名委員会等設置会社制度の見直しを検討することについて、どのように考

えるか。 

 

（補足説明） 

１ 背景事情 

指名委員会等設置会社制度は、平成１４年の商法改正により導入された委

員会等設置会社制度を前身とするものであり、制度の導入から現在に至るま

で、実質的な改正はされていない。この点、政府が令和６年６月２１日に閣

議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画２０２４年改

訂版」では、「コーポレートガバナンス改革について、指名委員会等設置会社

制度の運用実態の検証と改善検討を含め、継続して進める。」とされており、

指名委員会等設置会社制度の改善検討が求められている。 

ところで、指名委員会等設置会社においては、 

① 各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならないが（会社法第

４００条第３項）、取締役の過半数が社外取締役でなければならないものと

はされておらず、 

② 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案

の内容を決定する権限を有しており（会社法第４０４条第１項）、取締役会

が指名委員会の決定を覆すことはできないものとされている。 

このような制度設計となったのは、指名委員会等設置会社制度の前身であ

る委員会等設置会社制度が導入された平成１４年の商法改正の時点では、社

外取締役の適任者が少ないことが指摘されており、取締役の過半数が社外取

締役でなければならないものとすると、この要件を満たすことができる株式

会社が非常に少なくなってしまうという懸念があったことを踏まえ、社外取

締役が過半数を占める３つの委員会を設置するとともに、取締役会（社内取

締役が多数を占めていることが想定される）が各委員会の決定を覆すことが

できないものとすることにより、取締役の過半数が社外取締役である場合と

同等の監督機能を有する取締役会を実現することができるようにすることを

意図したものであったと説明されている1。 

しかしながら、コーポレートガバナンス・コードの制定及びその後の改訂

                         
1 始関正光編『Ｑ＆Ａ平成１４年改正商法』（商事法務、２００３年）７０頁。 
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を経て、東京証券取引所に上場する株式会社については、令和４年７月１４

日当時、全体の９.２％（３４５社）、プライム市場上場会社の１２.１％（２

２３社）の株式会社において取締役の過半数が独立社外取締役となっており2、

さらに、令和６年１０月２４日当時、指名委員会等設置会社の８０％（９５

社中の７６社）において取締役の過半数が社外取締役となっているなど3、上

場会社における社外取締役の選任状況は、平成１４年の商法改正の時点から

大きく変化している（少なくとも、取締役の過半数が社外取締役であるとい

う要件を満たすことができる株式会社は非常に少ないのではないかという平

成１４年当時の懸念は、現在においては当てはまらない。）。 

このような状況の下、取締役の一部のみで構成される指名委員会のみが取

締役の選任に関する議案の内容を決定する権限を有することは、特に取締役

の過半数が社外取締役である場合には合理性が乏しいとの指摘がある4。 

 

２ 機関設計の在り方の見直し 

一般に、会社法上の主要な機関設計は、指名委員会等設置会社、監査等委

員会設置会社、監査役設置会社の３類型に分類されると整理されている。前

記１のとおり、指名委員会等設置会社制度が導入された平成１４年当時に比

べると、上場会社における社外取締役の選任状況は大きく変化しており、監

査等委員会設置会社制度5が導入された平成２６年からも約１０年が経過して

いることなどを踏まえると、指名委員会等設置会社だけではなく機関設計の

                         
2 株式会社東京証券取引所「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書 ２０２３」（２０

２３年３月）３６頁～３７頁。また、令和４年７月１４日当時、東京証券取引所上場会社全体

のうち社外取締役を選任している会社は、９８．６％である（同３６頁）。 
3 日本取締役協会「東京証券取引所上場企業 指名委員会等設置会社リスト（２０２４/１０/

２４現在）」（https://www.jacd.jp/news/iinkaisecchi2.pdf）。  
4 冨山和彦「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローア

ッ プ 会 議 （ 第 ２ ９ 回 ） 意 見 書 」（ https://www.fsa.go.jp/singi/follow-

up/siryou/20240418/08.pdf）。  
5 監査等委員会設置会社制度は、監査役設置会社で任意に社外取締役を選任する上場会社の数

が大多数とはいえない状況の下（平成２２年当時、東京証券取引所上場会社である監査役設置

会社のうち、社外取締役を選任している会社の割合は４７．６％であった。）、業務執行者に対

する監督機能を強化することを目的として、監査をする者が業務執行者の任免を含む取締役会

の決議における議決権を有するとともに、重複感・負担感（２人以上の社外監査役の選任が義

務付けられている監査役会設置会社においては、社外監査役に加えて社外取締役を選任するこ

との重複感・負担感があるとの指摘がされていた。）をできるだけ避けつつ社外取締役の機能

を活用しやすくするための方策として創設された制度であるとされている（坂本三郎編『一問

一答 平成２６年改正会社法〔第２版〕』（商事法務、２０１５年）１８頁）。 

https://www.jacd.jp/news/iinkaisecchi2.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20240418/08.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20240418/08.pdf


3 

在り方を見直すことを検討することも考えられる。しかしながら、このよう

な見直しは、実務への影響が極めて大きく、短期間のうちに実現することは、

困難であるとともに、相当ではないようにも考えられ、長期的な課題として

取り組むべきものであるとも考えられる。仮に、そのような考え方の下で、

今回は指名委員会等設置会社制度の見直しを検討するにとどめるにしても、

将来実現すべき機関設計の在り方について、ある程度のイメージを形成して

おくことは有益であるとも考えられる。 

以上を踏まえ、機関設計の在り方に関する議論の進め方について、どのよ

うに考えるか。また、これを長期的な課題であると整理する場合であっても、

将来実現すべき機関設計をどのように考えるか。例えば、委員会型（いわゆ

るモニタリング・モデルの類型）と監査役型（いわゆるマネジメント・モデ

ルの類型）の２類型に再構成することなども考えられるが、どのように考え

るか。 

 

３ 指名委員会等設置会社制度の見直し 

⑴ 見直しの方向性 

前記２のとおり、機関設計の在り方を見直すことは長期的な課題である

と整理し、今回は指名委員会等設置会社制度の見直しを検討するにとどめ

る場合には、見直しの目的をどのように考えるべきか。この点については、

例えば、①既存の指名委員会等設置会社において生じている問題を解決す

ることを目的とする、②既存の指名委員会等設置会社において生じている

問題を解決するだけでなく、指名委員会等設置会社への移行の支障を取り

除くことや、更に進んで移行を促すことも目的とするといった方向性など

が考えられる。 

⑵ 既存の指名委員会等設置会社において生じている問題を解決するための

見直し 

前記１のとおり、取締役の一部のみで構成される指名委員会のみが取締

役の選任に関する議案の内容を決定する権限を有することは、特に取締役

の過半数が社外取締役である場合には合理性が乏しいとの指摘がある。こ

のような指摘に対応するために、例えば、取締役の過半数が社外取締役で

ある場合には、取締役の選任に関する議案の内容を決定する権限を取締役

会に付与することなどが考えられるところである6。これに対しては、取締

役の過半数が社外取締役である場合には、取締役の全員が指名委員会の委

                         
6 「取締役の選任に関する議案の内容を決定する権限を取締役会に付与する」ための具体的な

方策については、(a)取締役会が指名委員会の決定を変更することができるものとする、(b) 

取締役の選任に関する議案の内容を決定する権限の所在については現行法を維持しつつ、指名

委員会の設置を任意的なものとするなどの様々な考え方があり得る。 
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員になればよく、制度の見直しをする必要はないとの考え方もあり得る。

また、①指名委員会の権限を弱める方向性での見直しは、指名委員会等設

置会社のガバナンスの後退と評価されるおそれがあるとの指摘、②機関設

計の在り方を見直すことは長期的な課題であると整理するのであれば、将

来の検討の支障とならないように留意する必要があるとの指摘もあり得る

ところである7。 

また、そのほかに、既存の指名委員会等において生じている問題を解決

するための見直しとして検討すべき事項（例えば、報酬委員会や監査委員

会に関する事項等）はあるか。 

⑶ 指名委員会等設置会社への移行のための見直し 

仮に、既存の指名委員会等設置会社において生じている問題を解決する

だけでなく、指名委員会等設置会社への移行の支障を取り除くことや、更

に進んで移行を促すことをも見直しの目的とする場合には、前記⑵の事項

以外に検討すべき事項はあるか。例えば、機関設計の在り方を見直すこと

は長期的な課題であると整理するとしても、将来の検討をより円滑にする

という観点から、現時点において検討すべき事項はないか。 

 

  

                         
7 このような指摘に対応するために、例えば、業務執行と監督の分離という指名委員会等設置

会社制度の基本的な考え方を徹底する趣旨で、執行役は各委員会の委員となることができない

ものとすること（現行法においては、執行役は、監査委員会の委員を兼任することはできない

が（会社法第４００条第４項）、指名委員会及び報酬委員会の委員を兼任することはできる。）

などをこの機会に検討するということも考えられる。 
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第２ 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直し 

株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者に取締役及び監査役

を追加することについて、どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者は、株式会社と一定

の議決権を有する株主に限られている（会社法第３０６条第１項）8。 

この点について、取締役及び監査役は、株主総会の決議の取消しの訴えを提

起することができるとされているが（会社法８３１条１項）、検査役の選任の申

立権者ではないため9、株主総会の決議の取消しの訴えが提起された場合におけ

る証拠を保全するために、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することがで

きる取締役及び監査役を検査役の選任の申立権者に含めるべきであるとの指摘

がある。 

もっとも、一般に、取締役及び監査役は株式会社の利益のために株主総会の

決議の取消しの訴えを提起することができるものと考えられているところ10、取

締役及び監査役が株式会社の利益のために株主総会の決議の取消しの訴えを提

起するような場合において、株式会社が検査役の選任の申立てをしないといっ

た事態が実際に生じているのかについては、必ずしも明らかではない。むしろ、

取締役及び監査役が株式会社の利益のために株主総会の決議の取消しの訴えを

提起するような場合において、株式会社が検査役の選任の申立てをしないとい

った事態は、通常では想定し難いようにも考えられる。 

そこで、まずは、このような事態の有無についての御意見を伺った上で、こ

のような事態が実際に生じている又は生じ得るのであれば、取締役及び監査役

                         
8 この制度は、株主総会が公正かつ円滑に運営されるために昭和５６年の商法改正により新設

されたものであり、検査役の選任の申立権者は株主のみであった。もっとも、一部の株主が株

主総会を混乱させるおそれがある場合に、株主総会の公正な運営や事後の紛争防止等の観点か

ら、株式会社自身が検査役の選任を申し立てるニーズも十分に考えられるという理由で、平成

１７年に制定された会社法において、検査役の選任の申立権者に株式会社も加えられた（岩原

紳作編『会社法コンメンタール７－機関⑴』（商事法務、２０１３年）〔青竹正一〕１１７頁～

１１８頁、相澤哲編『立案担当者による新・会社法の解説』（商事法務、２００６年）８１頁）。 

9 株主総会決議の取消しの訴えは、株式会社が被告となるため（会社法第８３４条第１７号）、

株式会社が提起することはできない。これに対し、検査役の選任は、非訟事件であって、株式

会社がその相手方となるわけではないから、株式会社が申し立てることができる。株主総会決

議の取消しの訴えと検査役の選任とで申立権者が異なるのは、訴訟か非訟かという性質の違い

によるものであるとも考えられるところである。 
10 岩原紳作編『会社法コンメンタール１９－外国会社・雑則⑴』（商事法務、２０２１年）〔岩

原紳作〕２７９頁～２８０頁。 
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にも検査役の選任の申立権を認めることの当否について更に検討するという手

順で検討することが考えられるが、この点について、検討の手順も含め、どの

ように考えるか。 
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第３ 株主提案権の議決権数の要件の見直し 

株主提案権の議決権数の要件の見直しを検討することについて、どのように

考えるか。 

 

（補足説明） 

取締役会設置会社においては、「総株主の議決権の１００分の１（これを下回

る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権又は３００個

（これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数）以上の議決権を

６か月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から

引き続き有する株主」は、会社法第３０３条及び第３０５条に規定する株主提

案権を行使することができるものとされている（会社法第３０３条第２項、第

３０５条第１項）。 

この点について、株主提案権の要件のうち議決権数（３００個以上の議決権）

の要件については、株式数が多い株式会社や投資単位が小さい株式会社におい

ては、保有比率がごくわずかの株主にも株主提案権が認められることになり、

株主提案権が濫用される懸念があるとの指摘や、議決権数（絶対的基準）を株

主提案権の要件とすること自体合理性を欠くなどの指摘がある。 

もっとも、この点については、令和元年の会社法改正に係る法制審議会会社

法制（企業統治等関係）部会においても検討されたが、中間試案のパブリック

コメントにおいて、３００個以上の議決権という議決権数の要件の削除又は引

上げは、３００個以上の議決権という絶対的な基準が設けられた趣旨に反し、

個人株主による株主提案権の行使を過度に制限してしまうおそれがあること、

株主が提出することができる議案の数の制限に関する規定の新設によって株主

提案権の濫用的な行使は一定程度排除することができると考えられるため、重

ねて議決権数の要件を見直す必要性は乏しいこと、議決権数の要件の見直しを

基礎付けるだけの立法事実がないことなどを理由に見直しをするべきではない

との意見が多数であったことなどを踏まえ、見直しはされなかった11。 

そこで、まずは、議決権数（３００個以上の議決権）の要件を見直すための

立法事実の有無についての御意見を伺うのが相当であるようにも考えられると

ころである。例えば、３００個以上の議決権を有するものの総株主の議決権の

１００分の１以上の議決権は有していない株主による株主提案権の行使が濫用

的であることなどを裏付けるデータ等の有無を確認することなどが考えられる

が、それ以外にも立法事実を裏付ける事実があるのかもしれない。その上で、

立法事実を裏付けるような事態が実際に生じている又は生じ得るのであれば、

議決権数（３００個以上の議決権）の要件を見直すことの要否やその方向性に

                         
11 竹林俊憲編『一問一答 令和元年改正会社法』（商事法務、２０２０年）６９頁。 
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つて更に検討するという手順で検討することが考えられるが、この点について、

検討の手順も含め、どのように考えるか。  
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第４ 会社法第３１６条第２項に規定する調査者制度の見直し 

会社法第３１６条第２項に規定する調査者制度の見直しを検討することにつ

いて、どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

会社法第２９７条（株主による招集の請求）の規定により招集された株主総

会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する

者（以下「２項調査者」という。）を選任することができる（会社法第３１６条

第２項）。 

この点について、２項調査者は、会社法第３５８条（業務の執行に関する検

査役の選任）に規定する検査役とは異なり、裁判所が選任するわけではないた

め、客観性・自律性が確保されていないとの指摘や、調査権限が広く解釈され

て濫用のおそれがあるといった指摘がある。 

もっとも、実際に選任された２項調査者について、客観性・自律性に問題が

あったとか、調査権限が濫用されたといった事態が実際に生じているのかにつ

いては、必ずしも明らかではない12。 

そこで、まずは、このような事態の有無についての御意見を伺った上で、こ

のような事態が実際に生じている又は生じ得るのであれば、２項調査者制度の

見直しの要否やその方向性について更に検討するという手順で検討することが

考えられるが、この点について、検討の手順も含め、どのように考えるか。 

 

  

                         
12 上場会社においては、令和３年に株式会社東芝の株主総会で２項調査者が選任されている

（株式会社東芝公表の令和３年２月１７日付「臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並

びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」及び令和３年３月１８日付「臨

時株主総会の決議結果に関するお知らせ」）。 
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第５ 書面交付請求制度の見直し 

株主総会資料の電子提供制度における書面交付請求制度の見直しを検討する

ことについて、どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

令和元年の会社法改正により導入された株主総会資料の電子提供制度におい

ては、株主総会資料の電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株

主は、株式会社に対して、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求する

ことができることとし、取締役は、書面交付請求をした株主に対して、電子提

供措置事項を記載した書面を交付しなければならないとされている（会社法第

３２５条の５第１項、第２項）。 

この点について、令和元年の会社法改正以降、コロナ禍により社会全体のデ

ジタル化が一層進んだことなどを踏まえ、書面交付請求制度を維持することに

よる株式会社の負担等を考慮し、書面交付請求制度の見直しを検討すべきであ

るとの指摘がある。 

もっとも、書面交付請求制度は、株主総会資料の電子提供制度を導入するに

当たって、我が国においては、依然として高齢者を中心にインターネットを利

用することが困難である者がおり、インターネットを利用することが困難であ

る株主の利益に配慮する必要があることを理由に設けられたものである13。令和

元年の会社法改正以降、確かにインターネットを利用することが困難である者

は減少しているとは考えられるものの、依然として一定の割合で存在すること

は否定できず、インターネットを利用することが困難である株主の利益に配慮

という観点からは、書面交付請求制度を見直すべきではないとの考え方もあり

得るところである。 

そこで、まずは、書面交付制度を見直すための立法事実の有無についての御

意見を伺うのが相当であるようにも考えられるところである。例えば、株式を

保有している者についてはインターネットの利用が困難である者が少ないとい

った事実はあるのか、それ以外に立法事実を裏付ける事実があるのかについて

確認をすることが考えられる。また、インターネットを利用することが困難で

ある株主の利益に配慮することが必要であるとしても、必ずしも書面交付請求

制度によらなければならないというものではなく、株式会社にとってより負担

の少ない別の措置をとるものとするということも考えられないわけではないと

ころ、株式会社における株主総会に係る実務の現状やインターネットを利用す

ることが困難である株主の実情等に照らし、書面交付請求制度に代わる措置と

して合理的なものを考えることはできないであろうか。この点について、検討

の手順も含め、どのように考えるか。  

                         
13 竹林俊憲編『一問一答 令和元年改正会社法』（商事法務、２０２０年）３２頁。 
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第６ 役員等の責任に関する見直し 

役員等の責任に関し、①業務執行取締役も責任限定契約を締結することがで

きるものとする、②株主による責任追及等の訴えの要件の厳格化するなどの見

直しを検討することについて、どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

１ 責任限定契約及び株主代表訴訟等の役員等の責任に関する制度の沿革 

役員等の責任については、非業務執行取締役等は責任限定契約を締結する

ことができ（会社法第４２７条）、株主による責任追及等の訴え（株主代表訴

訟）が認められているが（会社法第８４７条第１項、第３項）、これらの制度

の沿革は、次のとおりである14。 

株主代表訴訟は、昭和２５年の商法改正により導入された制度である。も

っとも、当時の株主代表訴訟は、株主の負担（訴え提起の手数料の納付等）

が大きく、活用されていないとの指摘がされており、平成５年の商法改正に

より、株主代表訴訟の訴え提起の手数料を一定の額とする見直しが行われた

（現在の訴え提起手数料は１万３０００円である。）。そうしたところ、株主

代表訴訟が急増したため、平成１３年の商法改正により、経営判断の萎縮を

防止する観点から、株主総会の特別決議や定款の規定に基づく取締役会の決

議によって取締役の責任を一定の限度まで免除することが認められるととも

に、社外取締役が責任限定契約を締結することができるものとされた（平成

１３年の商法改正では、社外監査役が責任限定契約を締結することは認めら

れなかった15。）。なお、社外取締役が責任限定契約を締結することができるも

のとされた理由は、「社外取締役は、過去でも現在でも、会社の業務を執行し

ない者ですから、必ずしも当該会社の業務に精通しているとはいえません。

このような者に職務遂行に関して軽過失なのにもかかわらずに、高額の損害

賠償責任を負わせるのは酷でありますし、そのために有能な社外取締役の人

材を確保することが困難となるからです。」などと説明されていた16。 

                         
14 詳細について、岩原紳作編『会社法コンメンタール１９―外国会社・雑則⑴』（商事法務、

２０２１年）〔岩原紳作〕４３８～４４３頁参照。 
15 その理由は、「社外監査役は、業務の適法性の監査しか行わず、その職務の範囲は社外取締

役に比べて狭く、しかも、社外取締役ほどには予期せぬ高額の賠償を負う可能性は低いので、

社外監査役については、例外的な事前の責任限定契約の必要性が低いと考えられたからです。

また、事前の責任限定契約が認められなくても、社外監査役の人材確保が困難とはいえないか

らでもあります。」と説明されていた（太田誠一ほか『コーポレート・ガバナンスの商法改正

―株主代表訴訟の見直し―』（商事法務、２００２年）１４７～１４８頁）。 
16 太田誠一ほか『コーポレート・ガバナンスの商法改正―株主代表訴訟の見直し―』（商事法

務、２００２年）１１２～１１３頁。 
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その後、平成１７年の会社法の制定により、社外監査役、会計参与及び会

計監査人も責任限定契約を締結することができるものとされ、平成２６年の

会社法改正により、社外取締役ではない取締役のうち業務執行取締役ではな

い取締役及び社外監査役ではない監査役も責任限定契約を締結することがで

きるものとされた（会社法第４２７条第１項）17。 

さらに、令和元年の会社法改正により、①補償契約（会社法第４３０条の

２）及び②役員等賠償責任保険契約（会社法第４３０条の３）に関する規定

が新設された。 

 

２ 見直しの方向性 

責任限定契約については、経営者の適切な経営判断を促す観点や人材確保

の観点等から、業務執行取締役も責任限定契約を締結することができるよう

にすべきであるとの指摘がある。もっとも、このような指摘については、平

成２８年７月１日の会社法研究会（第６回）においても議論され、そこでは、

①人材確保という点で役に立つといった積極的な意見、②損害の填補の観点

から懸念がある、立法事実があるのかといった消極的な意見があったが18、令

和元年の会社法改正においては見直しの対象にはならなかった。 

また、株主代表訴訟については、株主によって提起される責任追及等の訴

えの中には、株式会社の利益に反すると評価されるものがあるとの指摘や、

要件が緩すぎるのではないかといった指摘がある。もっとも、このような指

摘については、令和元年の会社法改正に係る法制審議会会社法制（企業統治

等関係）部会においても検討の対象となったが、「近年、株主によって提起さ

                         
17 平成２６年会社法改正の理由は、「改正法において社外取締役および社外監査役の要件を厳

格化することに伴い（中略）、これまで社外取締役または社外監査役として責任限定契約を締

結することができた者が、社外取締役または社外監査役の要件を満たさないこととなって、こ

れを締結することができなくなる場合があり得ます。しかし、業務執行を行わず、業務執行の

監督・監査を中心に行う者の人材確保という観点からすれば、そのような者であっても、責任

限定契約を締結することができることとするのが相当であると考えられます。また、業務執行

取締役等（第２条第１５号イ参照）でない取締役や監査役は、社外取締役や社外監査役でなく

とも、自らは業務執行を行わず、専ら経営に対する監督・監査を行うことが期待されており、

また、その責任が発生するリスクを自ら十分にコントロールすることができる立場にあるとは

いえないことにおいて、社外取締役または社外監査役と変わりありません。そのため、このよ

うな者についても、賠償責任を負う額を責任限定契約により事前に確定することができるよう

にすることが適切であると考えられます。」と説明されている（坂本三郎編『一問一答 平成

２６年改正会社法〔第２版〕』（商事法務、２０１５年）１２９頁）。 
18  平 成 ２ ８ 年 ７ 月 １ 日 会 社 法 研 究 会 （ 第 ６ 回 ） 議 事 要 旨 １ ０ ～ １ ２ 頁

（https://www.shojihomu.or.jp/public/library/1443/20160701gijiyoshi.pdf）。 

https://www.shojihomu.or.jp/public/library/1443/20160701gijiyoshi.pdf
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れる責任追及等の訴えに係る訴訟の件数が減少していることや、責任追及等

の訴えには、一般予防の観点から重要な機能があると考えられていることに

鑑み、改正法においては、株主による責任追及等の訴えの提起を制限する措

置を設けることはし」ないものとされた19。 

なお、近時の株主代表訴訟の件数は、次のとおりである。 

 

 
 

責任限定契約及び株主代表訴訟等の役員等の責任に関する制度の沿革や近

時の会社法改正における議論の状況等を踏まえると、まずは、これまでの累

次の制度改正によっても、なお役員等の責任が過大であるがゆえに適切な経

営判断や人材の確保を困難としているといった事態の有無についての御意見

を伺った上で、このような事態が実際に生じている又は生じ得るのであれば、

役員等の責任を見直すことの当否について更に検討するという手順で検討す

ることが考えられるが、この点について、検討の手順も含め、どのように考

えるか。 

 

  

                         
19 竹林俊憲編著『一問一答 令和元年改正会社法』（商事法務、２０２０年）２３４頁。 
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第７ 会社法第４６２条第１項の責任の見直し 

会社法第４６２条第１項（剰余金の配当等に関する責任）に規定する責任の

うち、業務執行者及び同項各号に定める者（以下「業務執行者等」という。）の

責任を緩和する見直しを検討することについて、どのように考えるか。 

 

（補足説明） 

会社法第４６２条第１項は、株式会社が財源規制（会社法第４６１条第１項）

に違反して自己株式の取得や剰余金の配当等をした場合には、当該行為により

金銭等の交付を受けた者及び業務執行者等は、当該株式会社に対し、連帯して、

当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭

を支払う義務を負う旨を定めている20。 

この点について、業務執行者等の責任が重すぎるのではないかとの指摘があ

り得る。 

もっとも、会社法第４６２条は、財源規制の違反を抑止し、違反があった場

合に義務の履行を通じて会社財産を確保し、債権者の保護を図ろうとする規定

であるとされている21。また、近時、計算ミス等により分配可能額を超える剰余

金の配当等が行われた事案が発生しているものの、会社法第４６２条第１項の

責任が重すぎて不合理であるとの指摘は見当たらないように思われる。 

そこで、まずは、会社法第４６２条第１項の規定をそのまま適用するのが不

合理であるといった事態の有無についての御意見を伺った上で、このような事

態が実際に生じている又は生じ得るのであれば、同項に規定する業務執行者等

の責任を緩和することの要否やその方向性について更に検討するという手順で

検討することが考えられるが、この点について、検討の手順も含め、どのよう

に考えるか。 

 

 

                         
20 業務執行者等の負う義務は、第４６１条第１項各号に掲げる行為の時における分配可能額を

限度として、総株主の同意により免除できる（会社法第４６２条第３項）。 
21 森本滋＝弥永真生編『会社法コンメンタール１１―計算等⑵』（商事法務、２０１０年）〔黒

沼悦郎〕１９５頁。 


